
船舶事故調査報告書 
 
 
   船種船名 油タンカー 天竜丸  

   船舶番号 １３３７５８  

   総トン数 ７４９トン 

  

   事故種類 火災 

   発生日時 平成２６年５月２日 １２時５０分ごろ 

   発生場所 沖縄県久米島町久米島南西方沖 

久米島灯台から真方位２２６°５３海里付近 
（概位 北緯２５°４６.００′ 東経１２６°０２.００′） 

 
 

平成２７年６月１８日 
運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

要 旨 
 

＜概要＞ 

油タンカー天竜
てんりゅう

丸は、船長ほか８人が乗り組み、沖縄県久米島町久米島南西方沖

を航行中、平成２６年５月２日１２時５０分ごろ、機関室内下段の溶接区画で火災が

発生した。 

天竜丸は、乗組員の消火作業によって鎮火したが、一等機関士が熱傷を負い、機関

室内の属具等に焼損を生じた。 

 

＜原因＞ 

本事故は、天竜丸が、久米島南西方沖を航行中、二等機関士が、機関室内下段の溶

接区画において溶接作業中、機関室内下段の溶接区画付近にシンナーの入ったプラス

チック製容器が置かれていたため、溶接の火花が飛び散って同容器内のシンナーに引

火し、付近の可燃物に燃え広がったことにより発生したものと考えられる。 



溶接作業を行う機関室内下段の溶接区画付近にシンナーの入ったプラスチック製容

器等の可燃物が置かれていたのは、東亜運輸株式会社及び安全担当者が、運航手順書

の遵守を周知、徹底していなかったことによる可能性があると考えられる。 
一等機関士が、機関室内下段の溶接区画において溶接作業を行う際に機関長に報告

をしていれば、機関室内下段の溶接区画付近にある可燃物の撤去を指示した可能性が

あることから、機関長に報告しなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があ

ると考えられる。 

 

 

 

 



- 1 - 

１ 船舶事故調査の経過 
 
１.１ 船舶事故の概要 

油タンカー天竜
てんりゅう

丸は、船長ほか８人が乗り組み、沖縄県久米島町久米島南西方沖

を航行中、平成２６年５月２日１２時５０分ごろ、機関室内下段の溶接区画で火災が

発生した。 

天竜丸は、乗組員の消火作業によって鎮火したが、一等機関士が熱傷を負い、機関

室内の属具等に焼損を生じた。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２６年５月８日、本事故の調査を担当する主管調査官

（那覇事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２６年５月１６日 現場調査及び口述聴取 

平成２６年８月１９日 口述聴取 

平成２６年１０月３１日 口述聴取及び回答書受領 

平成２６年１１月５日、平成２７年１月１９日、２３日、３月９日 回答書受

領 

 

1.2.3  原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、天竜丸（以下「本船」という。）の機関長、一等

機関士（以下「機関士Ａ」という。）、二等機関士（以下「機関士Ｂ」という。）及び

船舶所有者である東亜運輸株式会社（以下「Ａ社」という。）運航管理者の口述によ

れば、次のとおりであった。 

本船は、船長、機関長、機関士Ａ及び機関士Ｂほか５人が乗り組み、平成２６年

５月２日０８時５０分ごろ沖縄県石垣市石垣港に向けて久米島町兼
かね

城
ぐすく

港を出港し、

久米島南西方沖を南西進していた。 
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機関長は、兼城港での停泊中に判明した海水サービスポンプの配管（以下「本件配

管」という。）の腐食破口箇所の修理について、定係地の沖縄県中城
なかぐすく

湾港馬天
ば て ん

地区に

戻ったところで、業者に修理を依頼することにし、その旨を機関士Ａ、機関士Ｂ等に

伝えた。 

機関士Ａは、兼城港を出港後、陸揚げに備えて機関士Ｂと共に本件配管を外し、腐

食破口の状況を確認したところ、新たに２か所で腐食破口が見付かり、本件配管を廃

棄処分することにし、船内に資機材がそろっていたので、機関士Ｂの教育を兼ね、電

気溶接で海水管を作製することとした。 

本船は、久米島灯台から２２６°（真方位、以下同じ。）５３海里（Ｍ）付近を航

行中、機関士Ｂが、昼食後、早めに溶接作業を終わらせようと思い、１人で‘機関室

内下段の溶接区画’（以下「本件区画」という。）で溶接作業を行っていたところ、 

１２時５０分ごろ、溶接の火花が本件区画の右舷船尾方に飛び散り、付近に置かれて

いたプラスチック製容器（容量５００mℓ ）内の液体に引火した。 

機関士Ａは、昼食後、溶接作業中の機関士Ｂの側
そば

を通って船首方の機関監視室に行

きかけたところ、プラスチック製容器内の液体に引火するのを目撃した。 

機関士Ａは、機関士Ｂが燃えているプラスチック製容器を引き寄せて火を消そうと

したところ、中に入っていた液体が同容器から床面に流れ出て、燃え広がる状況と 

なったので、本件区画付近に設置されている廃油タンクの注ぎ口に差し込んでいた 

じょうごを外し、同注ぎ口に付近にあった空き缶を蓋代わりにかぶせ、機関士Ｂに消

火器を持って来るよう指示した。 

機関士Ａは、付近にある可燃物を移動させようとしたところ、本件区画の床面の鉄

板で足を滑らせてあお向けに倒れ、ズボンに染みた液体に火が燃え移ったので、ズボ

ンを脱ごうとしたが、慌てていてベルトを緩めることができず、後部甲板まで上がっ

て蛇口からの水で消火した。 

機関士Ｂは、機関監視室に備付けの持運び式粉末消火器を本件区画に運ぶ際、機関

士Ａが足元から下半身にかけての着衣が燃えた状態で、後部甲板へ通じる階段を上 

がって行くところを認めたが、本件区画の消火作業を行った。 

機関長は、火災警報音を聞き、機関室に駆けつけたところ、機関士Ｂから既に消火

したとの報告を受けた。 

機関士Ａは、船長から本事故発生の報告を受けたＡ社が海上保安庁に救助要請を行

い、来援した海上保安庁のヘリコプターで沖縄県宮古島市の病院へ輸送され、下腿
か た い

体
たい

幹
かん

熱傷と診断されて入院した。 

本船は、予定を変更して宮古島市平
ひら

良
ら

港へ入港した。 

 

本事故の発生日時は、平成２６年５月２日１２時５０分ごろで、発生場所は、久米
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島灯台から２２６°５３Ｍ付近であった。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 一般配置図、写真１ 本船、写真２ 本件

配管 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 機関士Ａの口述及び診断書によれば、機関士Ａは、両下腿及び体幹に２０％の深度

Ⅱ、右下腿に５％の深度Ⅲの熱傷*1を負い、３か月半の入院加療を要した。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 Ａ社の回答書によれば、次のとおりであった。 

 本船は、本件区画（約１.５×１.５ｍ）及び周辺の床面（鉄板）約１.５ｍ四方の範

囲に、燃えたプラスチック製の容器から液体が流れ出て、燃え広がったが、床面に焼

損はなかった。 

なお、ウエス（布きれ）数枚及びプラスチック製のバケツ２個が燃えた。 
（写真３ 事故後の本件区画、写真４ 焼損したプラスチック製の容器、写真５ 焼

損したプラスチック製のバケツ 参照） 

 

２.４ 燃えた液体に関する情報 

機関士Ｂの口述によれば、溶接作業中、プラスチック製の容器に気付かなかったが、

溶接の火花が引火した液体はシンナーであり、機関室で塗装作業をした際に使用した

ものではないかと思った。 

   

２.５ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状 

    機関士Ａ 男性 ３６歳 

     三級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 平成２１年３月１７日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１１月２２日 

免状有効期間満了日 平成３１年３月１６日  

    機関士Ｂ 男性 ３３歳 

     三級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 平成２４年３月２７日 

                        
*1
 「熱傷」とは、熱による皮膚の損傷のことであり、深度は、皮膚の損傷がどこまで進んでいるか

で分類される。深度Ⅰは表皮のみの損傷、深度Ⅱは表皮の下の真皮に及ぶ損傷、深度Ⅲは表皮及び真

皮全層から皮下組織に至る損傷である。 
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免 状 交 付 年 月 日 平成２４年３月２７日 

免状有効期間満了日 平成２９年３月２６日 

(2) 主な乗船履歴 

   Ａ社の回答書によれば、次のとおりであった。 

①  機関士Ａ 

平成８年１２月にＡ社へ入社後、油タンカーの機関員となり、平成１７年

６月に一等機関士へ昇格し、平成２６年３月から本船に乗船していた。 

②  機関士Ｂ 

     他社で乗船勤務を行った後、平成２６年２月にＡ社へ入社し、本船に乗船

していた。  

(3) 健康状態 

Ａ社の回答書によれば、機関士Ａ及び機関士Ｂの健康状態は、良好であった。 

 

２.６ 船舶等に関する情報 

 2.6.1 船舶の主要目 

船 舶 番 号  １３３７５８ 

船 籍 港  沖縄県那覇市 

船舶所有者  Ａ社 

総 ト ン 数   ７４９トン 

Ｌ×Ｂ×Ｄ  ７１.９０ｍ×１１.４０ｍ×５.１５ｍ 

船   質  鋼 

航 行 区 域  近海区域 

用   途  油タンカー 

機   関  ディーゼル機関１基 

出   力  １,４７１kＷ 

推 進 器  ４翼可変ピッチプロペラ１個 

進 水 年 月  平成９年８月 

 

2.6.2 積載状態等 

Ａ社の回答書及び一般配置図によれば、本船は、船尾船橋型の油タンカーであり、

船首側から順に１番～５番タンクと称する５個の貨物油タンクを備えており、本

事故時、１番及び５番タンクにＡ重油計６３０kℓ 、２番及び４番タンクにガソリ

ン計６１０kℓ 、３番タンクに軽油１００kℓ の合計１,３４０kℓ の貨物油を積載し、

喫水が、船首約３.３ｍ、船尾約４.５ｍであった。 
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2.6.3 機関室の消防設備 

  Ａ社の回答書及び機関士Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

機関室には、火災警報発信器２個及び固定式炭酸ガス消火装置が設置され、移

動式泡消火器１個及び持運び式粉末消火器４個が備えられていた。 

機関室下段には、消防ポンプ２台及び火災探知器が設置され、消防員装具が備

えられていた。 

  機関室最下段のＣ重油の船体付き燃料タンクの取出し弁には、遠隔緊急遮断装置

が、機関室中段のＣ重油サービスタンク及びＡ重油サービスタンクの取出し弁に

は、緊急遮断装置がそれぞれ備えられていた。 

機関室左舷入口横には、固定式炭酸ガス消火装置の起動装置が２個設置され、

同消火装置の取扱注意事項、機関室の入退室を確認する表示札等が掲示されてい

た。 

機関室左舷入口付近などの居住区には、イオン式煙感知器２個が設置されてい

た。 

機関士Ｂは、本事故時、慌てていたので、本件区画に備えられた移動式泡消火器

ではなく、機関監視室に備えられた持運び式粉末消火器を持ってきて消火に当たっ

た。 

    

２.７ Ａ社及び本船の安全管理に関する情報 

 2.7.1 安全管理システム 

Ａ社は、任意の国際安全管理規則＊2の要件に準拠した安全管理システムを構築し

たことにより、Ａ社に適合認定書、本船に船舶安全管理認定書がそれぞれ発給さ

れた。 

(1) 適合認定書 

     船舶の種類 タンカー 

     発給年月日 ２０１２年４月２４日 

              （２０１７年５月９日まで有効） 

     発 給 者 内閣府沖縄総合事務局 

(2) 船舶安全管理証書  

     船舶の種類 タンカー 

                        
＊2

  「国際安全管理規則(ＩＳＭコード：International Management Code for The Safe Operation 

of Ships and for Pollution Prevention)」とは、船舶の安全運航と海洋環境の保護を図ること

を目的とし、１９９３年１１月４日ＩＭＯ総会決議として採択され、１９７４年ＳＯＬＡＳ条約

の附属書に取り入れられたのち、１９９４年同条約の改正を経て１９９８年７月１日に発効した

ものであり、国際航海に従事する全ての旅客船及び総トン数５００トン以上の船舶に適用される。 
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     発給年月日 ２０１３年２月１日 

              （２０１８年２月１３日まで有効） 

     発 給 者 内閣府沖縄総合事務局 

 

2.7.2 安全管理体制 

  Ａ社の回答書によれば、Ａ社は、安全管理規程及び同規程に基づく運航手順書、

教育訓練手順書、緊急事態対応手順書等を本船に配布し、これに従って業務を遂行

するように本船へ指示し、業務が手順書のとおりに実施されているかどうかを検証

するために、記録表、チェックリスト等の安全管理記録に記載することを定め、提

出させていた。 
   Ａ社は、本船での機関部の安全担当者として機関士Ａを選任していた。 
  Ａ社運航管理者の口述によれば、本船では、乗組員が単独では作業を行わないこ

とを申し合わせていた。  

 

2.7.3 火気取扱作業 

  Ａ社の運航手順書によれば、次のとおりである。 

  ７.４.８ 火気取扱作業 
(1) 機関区域 

    ① 全ての機関区域においては、貨物取扱い作業中または可燃性ガ

スの放出を伴う作業の実施中は原則として禁止する。 

② 上記作業中以外の場合は、下記の対策を確保の上、船長の許可

を得て実施する。 

１）作業場所周辺に可燃性ガスのないこと及び十分換気されてい

ることを確認する。 

２）作業場所周辺に、可燃性ガスを発生させるおそれのあるもの

または可燃性物質がないこと、もしくは火花等が落下しても火災

または爆発を防止するための十分な措置が講じてあることを確認

する。 
 

2.7.4 船内安全衛生委員会 

  船内安全衛生委員会議事録によれば、船長は、毎月１回船内安全衛生委員会を開

催し、議事録を作成して安全統括管理者宛てに提出していた。 

 

2.7.5 本船の防火及び消防訓練 

  教育・訓練記録表によれば、本船は毎月１回防火部署訓練を実施していた。 
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２.８ 本事故についての本船乗組員及びＡ社の認識についての情報 

 Ａ社の回答書によれば、次のとおりである。 

(1)  本船乗組員 

①   機関士Ａ及び機関士Ｂは、本件区画に可燃物があることによって生ずる火

災発生の危険性への認識が不足しており、ひいては整理整頓の意識が足りな

かった。 

②  機関士Ａ及び機関士Ｂは、日頃、一緒に作業を行ううちに、慣れが生じた

ことから、溶接作業を始める際、作業方針等の変更を事後に了解を得ること

として機関長へ報告していなかった。 

③  機関士Ａ及び機関士Ｂは、運航手順書の理解が十分でなかったことから、

本件区画において火気取扱作業を行う際、船長の許可を得る必要があること

を認識していなかった。 
④   機関士Ｂは、機関士Ａへの配慮から、早めに溶接作業を終わらせようと思

い、昼食後、１人で溶接作業を再開した。 
(2)  Ａ社 

①   本件区画において溶接作業を行う際の危険性を十分認識せず、船長の許可

を得るための具体的手順及びチェックリストを定めていなかった。 

②  運航手順書等の理解度を確認していなかった。 

③  安全担当者の訪船指導時における安全管理が徹底されていなかった。 

 

２.９ Ａ社の安全担当の業務 

Ａ社の会社業務手順書によれば、次のとおりである。 

 ２.２  安全担当 

     （略） 

③ 各船への安全点検、指導 

     （略） 
         ⑤ その他安全に関すること 
 

２.１０ 航行中における電気溶接作業に関する情報 

   機関長の口述によれば、急を要する場合を除き、本件区画での溶接作業は、ガスフ

リー作業を終えてから停泊中に行っていた。 

 

２.１１ 機関室当直体制に関する情報 

 Ａ社の回答書によれば、本船は、機関区域無人化船であり、本事故発生時、機関部

は航海当直体制をとっていなかった。 
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２.１２ 気象及び海象に関する情報 

2.12.1 気象観測値 

事故現場の北東方約５４Ｍに位置する久米島特別地域気象観測所における観測

値は、次のとおりであった。 

１２時００分 天気 晴れ、風向 東、風速 ２.６m/s 

１３時００分 天気 曇り、風向 東、風速 ２.７m/s 

 

2.12.2 乗組員の観測 

機関士Ｂの口述によれば、本事故当時、天気は晴れ、風速約８m/sの東北東の風

が吹き、視界は良好であったが、波高約２ｍの波があった。 

 

 

               ３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１、２.２及び２.４から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 本船は、５月２日０８時５０分ごろ石垣港に向けて兼城港を出港し、久

米島南西方沖を南西進していた。 

(2) 機関士Ａは、機関士Ｂと共に電気溶接で海水管を作製することとした。 

(3) 本船は、機関士Ｂが、昼食後１人で本件区画に行き、溶接作業を行って

いたところ、溶接の火花が飛び散り、本件区画付近に置かれていたプラス

チック製容器内のシンナーに引火した。 

(4) 本船は、機関士Ｂが消火しようとした際、シンナーがプラスチック製容

器から床面に流れ出て、燃え広がった。 

(5) 機関士Ａは、付近にある可燃物を移動させようとしたところ、本件区画

の床面の鉄板で足を滑らせてあお向けに倒れ、ズボンに染みたシンナーに

火が燃え移り、３か月半の入院加療を要する熱傷を負った。 

 

3.1.2 事故発生日時及び場所 

  ２.１から、本事故の発生日時は、平成２６年５月２日１２時５０分ごろで、発

生場所は、久米島灯台から２２６°５３Ｍ付近であったものと考えられる。 
 

3.1.3 損傷の状況 

  ２.１、２.３及び２.４から、引火したシンナーが流れ出て、プラスチック製容



- 9 - 

器、プラスチック製のバケツ２個及びウエス数枚が焼損したものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員の状況 

２.５(1)及び(3)から、機関士Ａ及び機関士Ｂは、適法で有効な海技免状を有し、

健康状態は、良好であったものと考えられる。 

 

3.2.2 気象及び海象の状況 

2.12.2から、本事故当時、天気は晴れ、風向は東北東、風速は約８m/s、波高は

約２ｍであったものと考えられる。 

 

3.2.3 安全管理に関する解析 

２.１、２.４、2.7.3、２.８、２.９及び3.1.1から、次のとおりであった。 

  (1) 機関士Ａは、機関士Ｂと共に電気溶接で海水管を作製することとしたが、

日頃、一緒に作業を行ううちに、慣れが生じたことから、溶接作業を始める

際、作業方針等の変更を事後に了解を得ることとして機関長へ報告しておら

ず、また、運航手順書の理解が十分でなかったことから、本件区画において

火気取扱作業を行う際、船長の許可を得る必要があることを認識していな 
かったものと考えられる。 

   (2) 機関士Ａ及び機関士Ｂは、溶接作業を始める際、運航手順書に定められた

作業場所周辺に可燃性物質がないことを確認しなかったものと考えられる。 
(3) 上記(1)及び(2)から、本船では、火気取扱作業時における、運航手順書の

内容が周知、徹底されていなかったものと考えられる。 
このことから、Ａ社の安全担当者が、本船への安全点検、指導を徹底して

いなかった可能性があると考えられる。 
 

3.2.4 事故発生に関する解析 

２.７、3.1.1及び3.2.3から、次のとおりであった。 

(1) 本船は、可燃性物質がないことを確認することも、船長の許可を得るこ

ともなく溶接作業を行い、溶接の火花が本件区画付近に置かれていたプラ

スチック製容器内のシンナーに引火したものと考えられる。 

(2) 機関士Ａは、付近にある可燃物を移動させようとして転倒し、ズボンに

染みたシンナーに火が燃え移って負傷したものと考えられる。 

(3) 上記(1)から、船長は、毎月１回船内安全衛生委員会を開催していたが、

火気取扱作業時における、運航手順書の遵守を徹底していなかったものと考 
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えられる。 

(4) Ａ社は、運航手順書において、機関区域で火気取扱作業を行う際には、

可燃性物質がないことを確認した上で船長の許可を得ることを定め、運航

手順書に従って業務を遂行するように指示し、その実施状況を提出させて

いたが、本船においては、運航手順書に沿って業務を遂行していなかった

ものと考えられる。 

    このことから、Ａ社は、本船に対して運航手順書の遵守を周知、徹底し

ていなかった可能性があると考えられる。 

   

 

４ 原 因 
 

本事故は、本船が、久米島南西方沖を航行中、機関士Ｂが、本件区画において溶接

作業中、本件区画付近にシンナーの入ったプラスチック製容器が置かれていたため、

溶接の火花が飛び散って同容器内のシンナーに引火し、付近の可燃物に燃え広がった

ことにより発生したものと考えられる。 
溶接作業を行う本件区画付近にシンナーの入ったプラスチック製容器等の可燃物

が置かれていたのは、Ａ社及び安全担当者が、運航手順書の遵守を周知、徹底してい

なかったことによる可能性があると考えられる。 
機関士Ａが、本件区画において溶接作業を行う際に機関長に報告をしていれば、

本件区画付近にある可燃物の撤去を指示した可能性があることから、機関長に報告し

なかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 

 

本事故は、本件区画において溶接作業中、本件区画付近にシンナーの入ったプラス

チック製容器が置かれていたため、溶接の火花が飛び散って同容器内のシンナーに引

火し、付近の可燃物に燃え広がったことにより発生したものであり、Ａ社及び安全担

当者が運航手順書の遵守を周知、徹底していなかったことによる可能性があると考え

られる。 
したがって、Ａ社は、本船に対して運航手順書の遵守を改めて周知し、その徹底を

図る必要があると考えられる。 
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５.１ 事故後に講じられた事故等防止策 

Ａ社は、本事故後、再発防止策として次の措置を講じた。 

(1)  運航管理者が、各船（本船を含む自社の油タンカー７隻）を訪船し、調査結

果に基づき作成された再発防止策を議題とした安全会議を開催し、安全管理規

程等の読み合わせ等を行い、乗組員を指導した。 

(2)  シンナー等可燃性の液体を他の容器に移し替えることを禁止し、専用の容器

を各船へ配布した。 

(3)  新たに「溶接作業・溶断作業・加熱作業等における作業心得」及び機関区域

における「火気使用許可書」を作成（平成２６年７月２３日付け）し、各船へ

配布するとともに、乗組員を指導した。 

①  「溶接作業・溶断作業・加熱作業等における作業心得」 
  (略) 

5.  作業を開始する前に船長及び機関長の許可を得ること。 

6.  作業方針を変更するときには、必ず船長、機関長へ報告し許可を得るこ

と。 

(略) 

     10. 作業場所の整理整頓、清掃、作業前に必ず可燃物が無いことを確認する

こと。 

(略) 

   ②  ○○ 丸火気使用許可書 

     本許可書は、機関区域に於いて溶接等、火気を使用する作業に適用する。 

     点検項目 

     「溶接作業・溶断作業・加熱作業等における作業心得」を確認したか。 
     作業場所周辺に可燃物は無いか。 

         火花が飛散しても火災又は爆発を防止する処置を実施したか。等      

(4)  運航手順書の機関区域における火気取扱作業について、次のような全面的な

改訂（平成２６年７月２３日付け）を行い、各船へ配布するとともに、乗組員

に指導し、周知徹底した。 

①  荷役中または、可燃性ガスの放出を伴う作業中は禁止する。 

②  貨物を積み込んだ状態（積荷中）での作業を禁止する。但し、必要な場合

は会社と協議する。 

③  安全担当者は作業開始に先立ち、「火気使用許可書」により安全確認をし、

船長及び機関長の許可を得て同作業を実施すること。 

④  作業方針を変更するときには、必ず船長、機関長へ報告し許可を得ること。 

⑤  単独で作業に従事しないこと。 
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⑥  航海中は、安全を確保した上で作業を実施すること。 

⑦  作業場所の整理整頓、清掃がされていること。 

⑧  作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所付近に近寄らせないこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 

 

事故発生場所 

（平成２６年５月２日 

１２時５０分ごろ発生） 

久米島 

宮古島 
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    写真１ 本船      写真２ 本件配管 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真３ 事故後の本件区画    写真４ 焼損したプラス 

チック製の容器 
 
 
 
 
 
        
              
 
 
 
 写真５ 焼損したプラスチック 

製のバケツ 
 

  

本件配管 
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